
 

 

 

個人情報に係る特記仕様書 

 

 １ 個人情報の適切な管理 

受託者は、個人情報を取り扱う業務を履行するときは、個人情報の漏えい、紛失、

破壊又は改ざん等の事故防止その他の個人情報を適切に管理するため、以下の措置を

講じなければならない。 

（１） 情報管理責任者の選任等、情報の管理体制を整備すること。 

（２） 情報管理台帳を作成すること。 

（３） 情報を記録した紙及び電磁的記録媒体（USBメモリ、CD、DVD等（PC等のハー

ドディスクを含む。））は、盗難対策（施錠管理）その他情報漏えい等の事件・

事故を防止するための安全管理措置を講じること。 

（４） 情報を記録した情報システムには、取り扱う個人情報の質や量に応じて、不

正アクセス対策、不正プログラム対策、データ損失対策その他情報漏えい等の

事件・事故を防止する安全管理措置を講じることにより、適切な安全性を確保

すること。また、情報システムの脆弱性を突いた攻撃への対策を講じる、新し

い手法の攻撃への対策を講じる等、安全性が継続的に確保できるような対策を

行うこと。 

なお、コンピュータを使用する場合には、パスワード使用等の安全管理措置

を講じること。 

（５） 個人情報を保管している事業所から個人情報を持ち出す場合には、盗難・紛

失防止に努めること。また、個人情報を持ち出す場合には、事前に甲の承認を

得ること。 

（６）従事者に対して個人情報保護に関する教育及び指導を行うこと。 

（７）受託者は、本特記仕様の遵守状況について区が求めるときには、報告を行うこ

と。但し、契約期間が１か月以上の場合は同期間内に１回以上、契約期間が１

年を超える場合は年１回以上、必ず報告を行うこと。 

（８）契約締結後 10日以内に下記を定め、提出すること。   

① 情報管理体制表 

    情報管理責任者及び従事者の役職名・氏名及び情報管理体制における役割

を明記すること。  

 ② 研修計画 

個人情報に関する必要な研修の計画について具体的に記載すること。 

（９）研修を実施したときは、研修実施後速やかにその旨を書面により区に届け出る

こと。 

 

２ 秘密の保持 

受託者若しくは受託者であった者又は受託業務に従事している者若しくは従事し

ていた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又

は不当な目的に利用してはならない。 
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３ 再委託の制限 

（１）受託者は、個人情報を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請

け負わせてはならない。ただし、事前に文書により区の承認を受けた場合は、

その一部に限り再委託（再委託先が受託者の子会社（会社法（平成17年法律第

86号）第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。以下同じ。）も含む。以

下同じ。）をすることができる。 

 （２）（１）ただし書きにより受託者が、個人情報を取り扱う業務の一部を第三者に

再委託する場合は、杉並区個人情報の保護に関する安全管理措置等基準（令和

５年４月１日杉並第71119号）第43条第１項第１号から第５号までの規定と同

様の措置を講じなければならない。 

 

４ 目的外の使用の禁止 

受託者は、受託業務を履行するために区から引き渡された個人情報及び受託業務履

行のために自らが収集した個人情報をその目的の範囲内において使用しなければな

らない。 

 

５ 第三者への提供の制限 

受託者は、受託業務を履行するために区から引き渡された個人情報及び受託業務履

行のために自らが収集した個人情報を第三者に提供してはならない。ただし、区が個

人情報の第三者への提供を前提として委託する業務で、本人の同意がある場合又は個

人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「法」という。）第27条第１

項各号のいずれかに該当し、あらかじめ区の許可を得た場合に限り、個人情報を第三

者に提供することができる。 

 

６ 複写及び複製の制限 

受託者は、個人情報の複写・複製を区から委託された場合及び区から文書による複

写・複製の承認があった場合を除き、個人情報の複写及び複製を行ってはならない。

受託した業務のための複写・複製であっても情報管理責任者の管理の下で複写・複製

しなければならない。 

また、情報管理責任者は、その返還又は廃棄を確認しなければならない。 

 

７ 個人情報の返還・廃棄 

受託者は、受託した業務で収集・使用した個人情報（当該個人情報を複写・複製し

たもの及び当該個人情報を記録した媒体を含む。以下この項において同じ。）は、速

やかに区に返還しなければならない。ただし、区から個人情報の廃棄の指示があった

場合は、区の指示する方法により速やかに廃棄しなければならない。 

 

８ 個人情報の取扱いに関する実地検査 

区は、個人情報を保護するために必要があると認めるときは、受託者が業務を行う

事務所、作業所等に立入り、個人情報の管理状況等について実地検査を実施すること



 

 

ができる。但し、契約期間が１年を超えるものについては、契約期間内に１回以上、

実地検査を行うものとする。 

なお、受託者が保有個人情報の取扱いに係る業務を再委託する場合、再委託される

業務に係る保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、受託者を通じて又は区自らが

実地検査を実施することができる。 

これらの場合において、受託者又は受託者の再委託先が法に基づく規定を定めてい

るときは、その規定を尊重し、実地検査を実施する。 

 

９ 事故発生時の報告 

受託者は、受託した業務で使用している個人情報の漏えい等の事故が発生した場合

は、速やかに区に報告するとともに、自己の情報管理体制を活用し、最善の方策を講

じなければならない。 

 

10 関係法令の遵守 

受託者は、法及び杉並区個人情報の保護に関する条例（令和５年杉並区条例第６号）

等の関係法令を遵守し、個人情報を取り扱う業務を適正に履行しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 


